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Ⅰ．目標の設定方法  

1行動計画において、進捗管理を行う項目  

①呼出による重点的な加入指導実施事業所数及び実施回数  

②訪問による重点的な加入指導実施事業所数及び実施回数  

③立入検査の実施件数  

④文書・電話によ卑勧奨の実施事業所数（年金事務所職員実施分）  

⑤訪問による加入勧奨の実施事業所数（年金事務所職員実施分）  

⑥業者委託の文書■電話勧奨実施件数  

⑦業者委託の訪問勧奨実施件数  

⑧事業所調査実施件数  

⑨上記の取り組みによって適用された事業所数、又は被保険者数  

2 進捗管理を行う項目のうち、目標設定を行う項目及び目標の設定方法  

（1）上記1のうち、  

①呼出による重点的な加入指導案施事琴所数及び実施回数  

③立入検査の実施件数  

⑧事業所調査実施件数  

については、平成20年虚実績を上回る数を事務所の実情に応じて、目標として設定する。  

（2）上記1のうち、  

t ②訪問による重点的加入指導実施事業所数については、本部が指示した数を目標として設定する（「別紙1」）。但し本  

部が指示した数が平成19年鹿実績値を下回る場合は当該実績値を目標とする。  

一 筋間による重点的加入指導回数については、上記で設定した事業所数の2～3倍の範囲内で年間目標を設定する。そ  
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の上で、年間を通じて取り組むよう各月の計画を設定する。具体的には、年間目標総回数の少なくとも1／3を9月まで  

に実施すること。  

（注：上記1のうち、④、⑤、⑥、⑦、⑨については、目標設定は行わないが、実施結果の報告を求める取扱いとする。）  

Ⅱ．目標設定後の本部報告  

（1）年金事務所はブロック本部へ、様式1「平成22年度行動計画目標設定表」を5月28日までに提出すること。ブロック本部に  

おいては計画の内容確認等を行い、ブロック全体を集計のうえ、年金事務所の個票を添付し、本部へ6月7日までに提出する  

こと。  

本部においては、6月申に内容の審査を行い、各年金事務所の行動計画を確定する。年金事務所においては、行動計画が  

確定するまでの間は、提出した計画に基づき暫定的に対策を推進する。  

（2）年金事務繭は、毎月、行動計画様式（2～4）に従って、実施状況を翌月15日までにブロック本部に提出すること。ブロック  

本部においては内容確認し、ブロック全体を集計のうえ、年金事務所の個票を添付し、25日までに本部に提出すること。  

（注：22年4月分の実施状況は、5月分と合わせて6月に報告すること。）  

（3）22年度行動計画終了後の年間報告の項目、方法については、6月中に別途連絡する。  

Ⅱ．行動計画の作成・実施に当たっての留意す空き事項  

1．未適用事業所の適用促進  

（1）適用促進対象事業所の選定等  

①雇用保険の適用事業所情報等の活用  

ア厚生年金保険と雇用保険の適用事業所データの突合結果リスト及び新規設立法人情報（以下「突合結果リスト等」とい  

う。）については、適用促進対象事業所情報■事蹟管理システム等により適用促進対象事業所の選定を行い、外部委  

託により速やかに加入勧奨を実施すること（平成22年4月14日送付済み）。  

イ平成20年度以前に送付した突合結果リスト等のうち、加入勧奨の未実施の適用促進対象事業所がある場合は早急に  
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外部委託により加入勧奨を実施すること。  

②関係機関との連携による情報等の活用   

関係機関との連携による情報等については、外部委託による加入勧奨の対象とはせず、速やかに重点的な加入指導を実   

施すること。   

ア国土交通省地方運輸局との連携については、国土交通省において厚生年金保険等の未達用事業所を貨物自動車運  

送事業に加え旅客自動車運送事業におしヽても道路運送法（昭和26年法律第183号）に基づく行政処分等を実施する  

取扱いとされたことから「自動車運送事業者の社会保険の加入状況に係る情報提供の活用等について」（平成21年10  

月1日付け庁文発案1001001号）に基づき迅速な対応を行うこと。なお、当該対応の実施に際しては、国土交通省地方  

運輸局との連携を密にし、照会内容に対する的確な回答を行うこと。  

イ都道府県労働局（鱒共職業安定所）との連携については、「公共職業安定所との連携による適用の適正化について」   

（平成17年4月20日付け庁文発第0420002号）等に基づき実施すること。   

り 市区町村との連携については、「市区町村から提供される事業所情報の活用について」（平成20年5月30日付け庁  

保険発第0530002号）に基づき実施すること。  

（2）適用促進対象事業所に対する加入指導等   

未適用事業所に対する適用促進に当たっては、次のそれぞれの取組について、計画的かつ継続的に実施すること。   

①文書及び電苫割こよる加入勧奨  

文書及び電話による加入勧奨については、既に重点的加入対象事業所と把握している事業所を除き、すべての適用促進  

対象事業所を対象に、 

勧奨は実施すること。   

②訪問による加入勧奨   

訪問による加入勧奨については、原則として、文書及び電話による加入勧奨後において加入手続が行われないすべての  
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適用促進対象事業所を対象に、外部委託により実施すること。   

③呼出による加入指導  

呼出による加入指導については、訪問による加入勧奨後において加入手続が行われない適用促進対象事業所を対象に  

実施すること。  

なお、呼出による加入指導については、5人以上の従業員を使用すると認められる事業所に対して実施することとしている  

が、各ブロックの人員配置の状況等に応じて、適宜拡大するよう努めること。   

また、年金記録問題への対応等により、年金事務所への呼出が困難な場合にあっては、呼出による加入指導を実施せず、  

下記④の戸別訪問による加入指導を実施しても差し支えないこと。   

④戸別訪問による加入指導   

訪問による加入勧奨後又は呼出による加入指導後においても、なお加入手続が行われない適用促進対象車某所につい   

ては、「政府管葦健康保険及び厚生年金保険の未適用事業所に対する重点的な加入指導の実施要領について」（平成 

年4月10日付け庁保険発芽0410001号）に基づき、戸別訪問による加入指導を実施すること。   

なお、戸別訪問による加入指導については、10人以上の従業員を使用すると認められる事業所に対して実施すること睾し  

ているが、各ブロックの人員配置の状況等に応じて、適宜拡大するよう努めること。   

⑤立入検査等  

加入指導を重ねても加入手続が行われない適用促進対象事業所については、「政府管掌健康保険及び厚生年金保険の  

未適用事業所に対する重点的な加入指導の実施要領について」（平成19年4月10日付け庁保険発第0410001号）に基  

づく立入検査等を実施し必要に応じて、年金事務所において被保険者資格の取得の確認（いわゆる職権適用）を実施する  

こと。  

（3）適用促進対象事業所に対する加入勧奨後の管理について  

加入勧奨の実施後においては、適用促進対象事業所情報・事蹟管理システム等の活用により、厚生年金保険等の未適用   

事業所、適用済事業所、適用対象外の事業所及び未処理の区分ごとに的確な進捗管理を行い、加入指導等に係る事蹟に  

ついては、継続的な管理を行うこと。  
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2．事業所調査  

（1）調査方法  

事業所調査は「社会保険調査官調査要領」に基づき実施すること。  

（2）対象事業所  

事業所調査の対象事業所については、原則として下記①から⑤の事業所とするが、過去に実施された調査結果に基づく  

評価や事業所の業態区分等を参考として緊急に調査が必要な場合にも逐次、調査対象とすること。   

①年金記録確認第三者委員会への未適用事業所に関する情報提供のための調査を要する事業所   

②被保険者からの確認請求に基づく調査を要する事業所   

③都道府県労働局との連携強化による請負労働者、派遣労働者及び外国人労働者の届出漏れ等の情報提供に基づく重点  

的な調査を要する事業所   

④賞与支払届を提出しない事業所   

⑤遡及訂正処理に係る事実確認のための調査を要する事業所  

（3）調査の留意事項   

①事業所調査において、被保険者資格取得届等の届出漏れがあり、事業主が適正な届出の指導に応じない場合は、関係  

書類に基づき事実確認ができた日をもって認定による加入手続を行うこと。なお、職権で作成した届書については、その内  

容を明らかにするため、事蹟票を添付すること。   

②被保険者となるべき者や第三者等から、文書又は口頭により資格に関する確認請求及び情報提供を受けたときは、社会  

保険調査官調査要領に基づき事故調査を行うこと。また、これら情報提供等の処理状況を的確に管理するため、受付管理  

簿を備え適正な事案処理を行うこと。  

③事業主に対する指導関係  

ア 被保険者資格の取得・喪失、又は標準報酬の決定一改定に係る通知がなされたときは、被保険者へ確実に通知されて  

いるか確認するとともに、通知されていない場合は確実に通知するよう指導すること。  
5  
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イ 被保険者資格の取得の届出を行う際に、基礎年金番号の重複払出の防止の観点から、被保険者からの年金手帳の  

提出及び当該年金手帳による基礎年金番号の確認並びに確認後、速やかに被保険者あて返付しているか確認する  

とともに、実施されていない場合は徹底するよう指導すること。  

④賞与支払届が未提出となっている事業所については、定時決定時の調査において、集中的に提出を求めるなど、効果的   

に実施すること。  

⑤被保険者資格に係る調査を実施する場合には、被保険者となっていない短時間労働者、年金受給者、請負労働者、派遣   

労働者及び外国人労働者について、関係書類等によりその勤務実態を十分に確認すること。  

⑥算定基礎届総括表を活用した就労状況の把握について   

被保険者等の適用の適正化及び老齢厚生年金受給者に対する適正な給付の観点から、r被保険者報酬月鍍算定基礎   

届総括表」を活用し、被保険者となっていない者の人数の報告を求めること。   

報告のあった人数については適正に管理し、事業所調査を行う対象事業所の選定に活用すること。  

⑦「国民年金法等の一部を改正する法律等の施行に伴う実施事務の取扱いについて（通知）」（平成19年3月29日付け庁   

保険発第0329009号社会保険庁運営部年金保険課長通知）による厚生年金保険70歳以上被用者該当■不該当眉等の  

提出が確実に行われているか十分に確認すること。  

（4）その他   

事業所調査の一環として実施を予定している被保険者ゼロ事業所（E6事業所）の実態調査の実施時期、実施方法等につ  

↓＼ては、別途指示する。   



別紙1  

訪陽による重点的指導実施事業所故に関する年金事務所別の目標数  

北海道  札幌某   

札幌西   17  ニ戸   3  藤山   16  川越   22  江東   16  横浜中   18  

札幌北   一関   8  白河   4  所沢   13  江戸 17  横浜酉   16  

新さっぽろ   宮古   会津若松   10  春日部   14  12  4  品川   19  横浜南   15  

函館   15  宮城  仙台東   10  茨城  水戸南   13  越谷   15  大田   28  

旭川   17  仙台南   12  水戸   秩父   8  渋谷   28  

釧路   12  大河原   4  土浦   16  千葉  千葉   17  目黒   12  平塚   13  

室蘭   7  仙台北   14  下館   12  幕張   13  世田谷   24  厚木   13  

苫小牧   8  石巻   8  日立   7  船橋   13  池袋   18  相模原   1了  

岩見沢   7  古川   8  栃木・  宇都宮東   10  市川   北   10  小田原   9  

小樽   9  秋田・  秋田   12  宇都宮西   14  松戸   15  板橋   15  横須賀   13  

北見   10  鷹巣   7  大田原   6  木更津   13  練馬   16  藤沢   15  

帯鹿   大曲   了  栃木   18  佐原   9  足立   17  新潟  新碍束   16  

稚内   3  本荘   3  今市   3  東京  千代田   34  荒川   8  新潟西   9  

砂川   6  山形  山形   10  群慮  前橋   13  中央   33  葛飾   長岡   

習萌   3  寒河江   4  桐生   6  港   41  立川   17  上越   9   

青森  青森   10  新庄   3  高崎   13  新宿   28  青梅   9  柏崎   4  

むつ   3  鶴岡   8  渋川   6  杉並   14  八王子   16  三条   10  

八戸   12  米沢   7  太田   8  中野   之0  新発田   8  

弘前   10  福島  東北福島   †4  埼玉  浦和   24  上野  22  府中   14  六日町   3   

岩手  盛岡   13  平   14  大宮   20  文京 12  神奈川  鶴見   15  富山  富山   14  
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埴  
怒   画  

椙  
こコ 宇ミ  据  婁  匿 蛸  

挺   亜  園     邸‡  日  匿・  ，≒く‘   く1  匿 朝  ■救  礪  由    封   部l  音  東  田  瀞  ⊂ユ 廿ヒ    匝   
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隆  融  

薫 庸超  
▼く！臣  

眉ポ 1電躊 国   

噂  
檻  匿  抵  

挺 楽  匡  糾  賀   空く  ユJ 「T 藍  婁  嘩  填  朝  糾  海  吊  ロこ   騒  ユユ 1■T 扱  抑  ヒゝ 同  田  繚  渡   叶  ．1J ■TT 叫  樽  悼  申…  摩  ′■、 僻  団  与  甲  普  堪  轟  取・  圃  米  峨  噂  ヽ l夏  塾  褒  史  与  要  撃   
嘘  

賀・Ⅰ・・  
痘  

填  覇  
理  ヨ  

臨  
轟  嘱  叶 婁  



別紙1  

都道府県  名  事務所名  重点加入実地 事業所緻  都道府県  名  事務所名  墾点加入実施  ニー■■■′丁  都道府県  名  事務所名  文点加入実施 事業所数  

高松西   四  佐賀  佐賀   13  川内   7  

善通寺   10  腐津   6  加治木   6   

愛壊 ■  松山東   10  武雄   6  鹿屋   7  

松山酉   12  長崎  長崎申   奄美大島   3  

新居浜   9  長崎北   9  沖縄  那覇   12  

8  鹿世保   涌■添   9  

宇和島   6  諌早   10  コザ   1■0   

高知  高知東   8  教本．  熊本東   18  名護   3  

高知西   9  熊本西   13  平良   2  

南国   4  八代   8  石垣   3  

幡多   3  本渡   4  

福岡  東福岡   16    玉名   4  

博多   16  大分  大分   19  

申福岡   12  日田   4  

西福岡   1Z  別府   12  

南福岡   15  佐伯   4  

久留米   18  宮崎  宮崎   12  ブロック別合計  

小倉南   高鍋   5  北海道ブロック  168  ．近畿ブロック  654  

延岡   小倉北   12  6  東北ブロック  24了  中国ブロック  241  

直方   13  都城   7  北開某■信越ブロック  416  四国ブロック  129  

八幡   13  鹿児島  鹿児島南   1＄  南関東ブロック  829  九州ブロック  418  

大牟田   8  鹿児島北   15  中部ブロック  4g6  総  数  3．598  



様式1  

平成22年度行動計画目標設定表  

1－1．訪問による重点的加入指導実施事業所数  

事業所数  

平成19年度実施事業所数実醸  

1－2．訪問による重点的加入指導実施回数   

2－1、呼出による重点的加入指導案施事業所数  

番茶所数  

平成20年度実施事業所教案積 （  ）  

2－2．呼出による重点的加入指導実施回数  目標（年間）   

（  ）  
平成20年虚実施回数実績  

3．立入検査の実施件数  目標（年間）  

平成20年度実施件数実績 （  ）  

4．事業所調査件数  目標（年間）  

平成20年虚実施件数乗頒 （   

10  



様式2  

行動計画 管 理 表  
（年金事務所による未満用事某所の適用促進状況）  



様式3  

符牒計画管理表  

（委託業者による未適用事業所の適用促進状況）   

（1）文書・電話勧奨業務の状況  

雷亙剛㌻；≡＝  り＝㌻6か 湖ノ＝、軽8月 8月≒≡、≡‡‡≡ご    こ、L㌻空知雛、′    1頭ミ、三  と；㌻＝；1舟 之月 薄月 絹う章  二㌻＝下細許≡  ‡て‡年間計 

1．引き渡し件故  0  0   0  

2．委託実施件数く①＋②）  0   8   0   
0  言   0   0   8   8   0   0   0   0   0   0   0  

内  0  0  0  

文   O 0  0  

審  8   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   D   0  

電  
嘗苔  

①適用済事業所  0  0   0  

勧  ②東通用事某所  0  0  0  

奨 業  
0  0   0  

務  ④適用対象外等事業所  0   壬  王  0  0  

⑧その他（未判明等）  8  8  0  

4．委託により適用となった事華所数  0  0   0  

5．適用率（4÷2）  ＃DIV′0！  劃DlV／0†  廠DIV／0！  ＃D】V／0！  ＃DIV／0！  儲D王V／0！  ＃DlV／D！  ＃DIV／0！  ＃D‡V／0！  ＃PIV／0！  ＃D‡V／0！  ＃DIV／0！  ＃D】V／0！  ＃DIV／0ぎ  ＃DIV／即   

（2）訪問による加入勧奨業務の状況  

iてツ＝㌻7 J′ノウ；）  ㌣÷てこ      き誉志郎≡ノj、…  ＝雄絹…二′′′し  ≡、≡二㌻∴ナ溌…」ミ∴′  ：≡㌻薄滞 木頭みミ  三て…対韓頼  親閲締  拍車畑∑  ユジ；ほ月や  ＝j■1経※妄‡：′≡｝  ≒ぎ、二≡j≡≦≡擁 旬月 声噂最…三二  ‡膏切離≡二二  言‘※衛問計 

1．引き渡し件数  0  0   8  

訪  i  
0  0   0  

閑  0   q   8   O 8   0   0   

に  
0   0   0   0   0   0   0   0  

よ  ①適用済事某所  0  0  0  

る  ②未適用率某所  0  0  0  

0  0  0  

加 入 勧  
薬  

④適用対象外等串某所  0  0   0  

某  ⑤その他（未判明等）  0  0  8  

務  0  0   0  

5．適用率（ヰ÷之）  ＃DIV／別  ＃ロIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV′0！  ＃DⅣ′0！  ＃DIWO！  ＃D王V／8！  ＃DIV／研  刑罰V／0！  ＃DIV／D！喜＃DエV／0！   ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIWO！  ＃D王V／0！   

※ 白色のセルに実施状況等の数値等を入力してください。く黄色のセルは自動計算となっていますので、入力をしないでください。）   
※ 数値はすべて半角で入力してください。セルが赤くなった場合は入力誤りの可能性がありますので、確認してください。   



▲  

行動計画 管理表  

（事業所調査）  

様式4  

ブロック本部名  

雫 網掛け部分は、自動薫す罫のため入力をしないことさ  

1a   



⑥その他  

14   



（参考）  

行動計画管理表の記載方法  

○様式2 年金事務所による未適用事業所の適用促進状況  

（1）行動計画については、平成22年5月からとなりますが、平成22年度最初の報告に？いては、5月実施状況のほかに、実績把握の   

ため4月の実績についても計上してください。  

（2）Ⅰ呼出による重点的な加入指導、Ⅱ訪問による重点的な加入指導及びⅢ立入検査の実施計画数（回数）については、当初計画時  

の数値を記載してください。  

（3）呼出による重点的な加入指導と訪問による重点的な加入指導の実施事業所数は、各月末までに実施した新規着手の事業所数を   

記載してください。ただし、同一事業所に複数回行った場合には、1事業所と計上する。  

例．4月に10事業所、5月に10事業所へ訪問指導を行い、5月の10事業所の内5事業所は4月に訪問を行った事業所と同一で  

あった場合の報告書への記載数については次の数になります。  

報告書への記載は「4月実施事業所数→10事業所」、「5月実施事業所数→5事業所」と記載して下さい。  

（4）「上記以外の実施状況」の欄の1．文書・電話により年金事務所職員が勧奨を実施した事業所数及び2．訪問により年金事務所職  

貞が加入勧奨を実施した事業所数については、加入勧奨を実施した事業所数を記姦してください。  

例えば、1事業所に対して複数回勧奨した場合も「1件Jとしてカウントしてください。  

○様式3 委託業者による未適用事業所の適用促進状況  

（1）文書・電話勧奨業務の状況及び（2）訪問による加入勧奨業務の状況における勧奨結果の報告に基づいて記載してください。  

なお、業者委託の実施方法等の詳細については別途連絡します●。  

○様式4 事業所調査  

く1）行動計画についてば、平成22年5月からとなりますが、平成22年度最初の報告については、5月実施状況のほかに、実績把握の  

ため4月の実績についても計上してください。  

（2）重点調査を行う事業所とは、以下のa又はbに該当する事業所とします。   



（参考）   

a手順書Ⅱ2（2）対象事業所の①～⑤に掲げる事業所  

b「事業所調査の重点化による調査の実施ついて」（平成16年6月30日付庁保険発第0630001号）における重点的に調査を行う事  

業所  
ピ㌻   

※bの通知における「特定の業種等」とは、卸売業、小売業、運送業、飲食業、労働者派遣業、サービス業等の業種や、短時間  

就労者、年金受給者、外国人就労者を多く使用する事業所とします。  

（3）事業所調査の件数については、以下の調査についても対象とします。   

①定時決定時に行われた調査で、被保険者報酬月額算定基礎鱒に係る書面審査に止まらず、賃金台帳等の関係書類の提示を  

求め、被保険者の資格に係る調査を社会保険調査官調査要領に準じ実施した場合は対象となります。   

②新規適用事業所に係る事業所調査及び全喪事業所に係る事業所調査についても対象となること。なお、新規適用届受付時に  

帳簿を確認した場合は目標の対象から除外すること。ただし、新規適用鱒に係る書面審査に止まらず、賃金台帳等の関係書類の  

提示を求め、被保険者の資格に係る調査を社会虎険調査官調査要矧こ準じ実施した場合は対象となります。  

○様式4（2枚目）  

〈1）関係機関等の情報提供に基づき、事業所の調査を実施してください。声お、各種情報提供関係通知については以下のとおりです。   

－「自動車運送事業者の社会保険の加入状況に係る情報提供の活用等について」（平成21年10月1日付庁文発第1001001号）  

・「公共職業安定所との連携による適用の適正化について」（平成17年4月20日付庁文発案0420002号）  

・「派遣元事業主等における社会保険の適用の適正化に係る日本年金機構ブロック本部と都道府県労働局との連携に係る留意事項   

について」（平成22年3月15日付厚年情No．2010－89）   

■「改正雇用対策法及び外国人指針に基づく事業主指導等の強化について」  

（平成19年10月1日付厚生労働省労働基準局長・厚生労働省職業安定局長  

1厚生労働省職業能力開発局長・社会保険庁運営部長連名通知）  

・「厚生年金保険における不適正な遡及訂正処理の発生を防止するための適正な事務処理の徹底の一部改正についてJ  

（平成21年11月10日付社会保険庁運営部年金保険課長通知）  




